
お 知 ら せ 

 

お客様各位                     令和３年４月 

キャッシュカードによるお引出一部利用制限についてキャッシュカードによるお引出一部利用制限についてキャッシュカードによるお引出一部利用制限についてキャッシュカードによるお引出一部利用制限について    

    

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。 

近年、警察や金融機関を装い言葉巧みに暗証番号を聞き出し、キャッシュカード

を詐取する「劇場型詐欺」の被害が後を絶たず、警視庁からの要請もあり下記の

取り組みをさせていただきます。大変ご不便をおかけしますが、お客様の大切な

預金をお守りするための手段としてご理解の程よろしくお願い致します。 

 

対 象 
１年１年１年１年以上以上以上以上ＡＴＭＡＴＭＡＴＭＡＴＭにておにておにておにてお引出引出引出引出をしていないをしていないをしていないをしていない７０歳以上の７０歳以上の７０歳以上の７０歳以上の

キャッシュカードをお持ちのキャッシュカードをお持ちのキャッシュカードをお持ちのキャッシュカードをお持ちのお客様お客様お客様お客様    

内 容 ＡＴＭのＡＴＭのＡＴＭのＡＴＭの 1111 日引出限度額を１０万円に引き下げ日引出限度額を１０万円に引き下げ日引出限度額を１０万円に引き下げ日引出限度額を１０万円に引き下げ    

開始日 ２０２１年５月２０日（木）２０２１年５月２０日（木）２０２１年５月２０日（木）２０２１年５月２０日（木）    

〇令和３年４月末日までに引出限度額を変更されたお客様は従来通りです。 

〇令和３年４月末日までに対象口座のキャッシュカードにて現金引出をされ

た場合は限度額の引き下げは実施されません。 

 

※５月以降、引出限度額の変更(引上げ)を希望されるお客様は、キャッシュカード、 

お取引印、本人確認書類をご持参の上、営業時間内に当金庫窓口にお申し出下さい。 

尚、１１：３０から１２：３０まで昼休み休業を実施している店舗もありますので

ご確認の上、ご来店下さい。 

 

興産信用金庫 


